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６月１日から１２日までの登校についてのお願い 

 新緑の候、保護者の皆様におかれましては、ますますご健勝のことと存じます。日頃よ

り、本校の教育活動の推進に、ご理解とご協力を賜り厚くお礼申しあげます。 

 大阪市教育委員会より、「６月１日（月）より、毎日の授業と給食を実施して、学校を再

開するように」と指示がありました。 

 これまでの登校日は、１年生の登下校が安心・安全に取り組めるようにということを最優

先に考え、各登校班（一部合同の班もあります）の 5・6 年生との登下校を実施してまいり

ました。６月１日からの学校の再開では、「１学級を 20 人以下に分割して、午前・午後で実

施するように」と指示がありました。しかし、一度に全学年が登校すると、指導体制と教室

の配置を確立することができません。 

 そこで、学年を午前・午後に振り分けて登校して授業を行い、給食も実施できればと考え

ております。これまで同様に、1 年生の登下校を最優先に考え、裏面にあります時程の表の

ように、午前中に 1・5・6 年生、午後に 2・3・4 年生の登校としたいと思います。各学年

の持ち物に、給食セット（給食着・帽子・ナフキン）が、さらに必要となりますので、忘れ

ずに持たせてください。 

 2・3・4 年生の登校については、各自でとしていますが、一人での登校とならぬよう近所

の人と一緒に登校させていただければと思います。また、2 年生の下校につきましては、こ

れまでに経験をしたことのない 6 時間目後の下校の時間帯となりますので、地域ごとにま

とまって教員が付き添って下校をさせるようにいたします。2 週間の間、ご不便をおかけし

ますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 6 月 15 日（月）からは、各教室で各学年の時間割通りでの通常の学校の運営となる予定

です。登校についても、各登校班全員での登校となります。 

 なお、これまで同様、ご家庭の事情で、家庭で監護できない 2・3・4 年生につきまして

は、8：30 より、学校で監護をし、給食から各学級への登校となります。しかし、空き教室

や監護体制にも限りがありますので、できるだけご家庭での監護をよろしくお願いいたし

ます。1 年生につきましては、これまで同様に監護を受け付けますが、給食後からの監護と

なります。 

監護が必要なご家庭つきましては、再度人数を確認したいと思いますので、急で申し訳あ

りませんが、５月 29 日（金）の 18 時までに、対象者と時間帯を学校（０６－６４４１－

６００３）までご連絡ください。 


